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木島平村空き家バンク利用者登録マニュアル
本マニュアルは、木島平村空き家情報登録制度実施要綱について、空き家バンクの利用希望者の登録手続き、登録から契約までの流れを理解し、円滑に手続きを行うための手引きです。
１．制度の概要
木島平村空き家バンクは、村内の空き家を「売りたい・貸したい」所有者と、「住みたい・借りたい」利用希望者をつなぐ制度です。
· 対象物件：村が登録を承認した建物およびその付属土地または建物の跡地
· 利用対象者：村内への移住・定住、地域活動等を目的として空き家バンクの利用を希望する人
２．登録の流れ（利用者側）
1 登録シートの提出：木島平村空き家情報登録制度（空き家バンク）利用者登録シートに必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付して提出します。
2 利用者の登録：申請内容を村が確認し、登録します。
3 物件情報の提供：登録完了後、閲覧可能な物件情報を提供します。
4 物件見学の申込：村または仲介事業者へ見学を依頼し、日程を調整します。
5 契約に係る交渉：当事者間で責任を持つものとし、村は一切これに関与しません。
6 契約成立後の報告：契約内容について、物件所有者から空き家バンク登録物件契約締結報告書により村に報告し、利用者登録を解除します。
３．登録に必要な書類
· 木島平村空き家情報登録制度（空き家バンク）利用者登録シート
· 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）の写し
· その他、村が必要と認める書類
４．登録の有効期間・取消
登録の有効期間は登録日から2年間（更新可）とします。
虚偽申請、目的喪失、信用を損なう行為があった場合は登録を取消すことがあります。
５．問い合わせ先
· 木島平村　産業企画室　移住定住推進係
· 〒389-2392　長野県下高井郡木島平村大字往郷914番地6
· TEL：0269-82-3111　Email：iju@vill.kijimadaira.lg.jp
